
11．科学研究振興に必要な経費の配分について 

 

 

〔諮問〕 

         科第２２４号  

     昭和２５年２月１５日  

 

 日本学術会議会長 

     亀  山 直 人 殿 

 

              内閣総理大臣  吉 田   茂  

 

    科学研究振興に必要な経費の配分方針について 

 

 昭和２５年度文部省予算のうち「科学研究振興に必要な経費」の

配分方針について貴会議の意見を承りたい。 

 右昭和２５年１月２５日開催の第１１回科学技術行政協議会の議

を経て貴会議に諮問する。 

  



 

  ○写  

       文大研第３６２号  

    昭和２４年１２月２７日  

 

 内閣総理大臣殿 

 

   文  部  大  臣    

 

    日本学術会議に対する諮問について 

 

 日本学術会議に対し、下記の通り諮問したいと思ひますので、よ

ろしくお取り計らひお願いいたします。 

なお、諮問すべき予算は、まだ決定していませんが、事務運営上事

前に諮問する必要がありますので御諒承下さい。 

記 

 昭和２５年度文部省予算のうち、科学研究振興に必要な経費の配

分方針について、意見を承はりたい。 

 



〔答申〕 

         研発第８９号  

     昭和２５年２月２４日  

 

 内閣総理大臣 吉 田   茂 殿 

 

             日本学術会議会長 亀 山 直 人  

 

    昭和２５年度文部省予算のうち科学研究振興に必要な 

    経費の配分方針について 

 

 ２月１５日付科第２２４号をもって諮問された標記のことについて、

本会議は左記のとほり答申します。 

 なお、これは、予めこの諮問に備へて、去る１月２０、２１日に

開催された、本会議第５回総会において議決されたのであることを

申し添へます。 

記 

一、科学研究振興に必要な経費について 

  昭和２５年度文部省予算のうち科学研究振興に必要な経費は、

次のとほり配分されたい。 

 １．科学研究費交付金     270,000,000円  

   内 訳 

  (1) 各個研究及び綜合研究 

                245,000,000円  

  (2) 大学附置研究所設備充実費 

   (ｲ) 人文科学       5,000,000円  

   (ﾛ) 自然科学       23,000,000円  

  (3) 保留金         3,000,000円  

 ２．科学試験研究費補助金  150,000,000円  

 ３．人文科学研究費補助金   5,500,000円  



 ４．科学研究奨励交付金    3,500,000円  

 ５．研究成果刊行費補助金   25,000,000円  

 ６．民間研究機関事業補助金  40,000,000円  

    総   計        500,000,000円  

二、科学研究費交付金について 

 １．配分の基本方針は次に依られたい 

  (1) 研究課題の重要性及び研究者の能力を吟味して、最も有効

に使用され得るように配分すること。 

  (2) 総合研究を重んずること。 

  (3) 前年度から継続される研究については前年度までの研究実

績を調査して採否を決定すること。 

  なほ配分の審議に当っては、次の点に留意されたい。 

  (1) 配分方針が、部別、専門別によって不均衡になることがな

いように、各部相互間及び部内専門別相互間の連絡をよく図

ること。 

  (2) 本会議の研究業績調査連絡委員会の意見を徴すること。 

 ２．科学研究費交付金のうち、各個研究及び綜合研究のための、

243,000,000円の内訳については、別表１のとほり一応の配分案

を提示する。 

  しかし、これを決定するまでには、次のような方法をとられた

い。 

  (1) 貴省の学術奨励審議会科学研究費等分科審議会は、前記の

配分案を一応の基準として、実際に研究調書を審査しつつ、

暫定的な配分の意見を作成すること。 

  (2) 右の意見は、これを本会議の研究費配分委員会へ内示する

こと。 

  (3) 研究費配分委員会は、最終的に配分の比率を決定すること。 

  (4) 科学研究費等分科審議会は、それによって最終的に審査の

結論を出すこと。 

   依って貴省の科学研究費等分科審議会は本会議の研究費配分



委員会と密接な連絡を保ち審査に当られたい。そのため、研

究費配分委員会は、科学研究費等分科審議会に並行して必要

に応じ会議を開催し、それに協力する用意がある。 

 ３．科学研究費交付金の審査に当る科学研究費等分科審議会の委

員は、別表２の通り推せんする。 

 ４．科学研究費交付金のうち、保留金は、突発的に必要を生ずる

真に緊急止むを得ない研究に限定して使用されたい。なほ、保

留金の使用に際しては、必ず科学研究費等分科審議会の審査に

付し、その使途の結果は、これを本会議へ報告されるよう要望

する。 

三、科学研究費交付金以外の研究費について 

 １．科学試験研究費補助金については、新たに総理府の科学技術

行政協議会事務局に専門委員会が設置される筈であるから、文

部省のみならず通商産業省の試験研究費をも合せて、そこでそ

の配分を綜合的に審査すべきものと考へる。 

 ２．科学研究費交付金以外の研究費の審議に関しては、本会議に

左の通り、それぞれ関聯ある委員会が設置されてあるからこれ

と密接な連絡を保たれるよう要望する。本会議の各委員会は進

んで協力する用意がある。 

 

委 員 会 名 研  究  費 

研究費配分委員会 
科学試験研究費補助金 

人文科学研究費補助金 

研究発表委員会 研究成果刊行費補助金 

研究機関査定委員会 民間研究機関事業補助金 

 

（別表１）科学研究費交付金中「各個研究及び総合研究」配分案 

 １．科学研究費交付金中各個及び総合研究のための 

              245,000,000円の内訳案 

  (1) 総合研究（二つ以上の部に関聯をもつもの） 



             ･･････････30,000,000円  

  (2) 人文科学（各個研究及び同一部内同一専門内の総合研究） 

             ･･････････36,440,000円  

  (3) 自然科学（   同                ）  

             ･････････178,560,000円  

    （人文対自然の比 １対４９） 

          計  ･･･････････245,000,000円  

 

 ２．人文科学部門 36,440,000円の各部への配分案 

部 
昨年度の基本比率に 

 よった場合の配分額 
百分比 本年度の配分額 

１ 19,388,400円 64％ 23,321,000円 

２ 4,327,000円 14％ 5,102,000円 

３ 6,850,000円 22％ 8,017,000円 

計 30,565,400円 100％ 36,440,000円 

 

 ３．自然科学部門178,560,000円の各部への配分案 

   その１ 昨年度の配分比率によった場合 

部 比   率 配   分   額 

４ 23.1％ 41,247,360円  

５ 36.8％ 65,710,080円  

６ 15.1％ 26,962,560円  

７ 25.0％ 44,640,000円  

計 100.0％ 178,560,000円  



   その２ 昨年度の計算方法により今年の係数を用ひた場合 

部 
Ａ 昨 年 度

比 率

Ｂ 今 年 度

要 求 件 数

Ｃ 今 年 度

比 率

３分の昨年×

２＋今年＋１
配 分 額 

４ 23.1％ 2,933件 25.4％ 23.9％ 42,675,840円  

５ 36.8％ 3,926件 34.0％ 35.8％ 63,924,480円  

６ 15.1％ 1,951件 16.9％ 15.7％ 28,033,920円  

７ 25.0％ 2,283件 23.7％ 24.6％ 43,925,760円  

計 100.0％ 11,093件 100.0％ 100.0％ 178,560,000円  

 

 

 

 

（別表２） 

 昭和２５年度文部省科学研究費等分科審議会委員候補者 

  （省  略） 

 

 


